様式第１号（第６条関係）
（表）
省エネ家電購入促進補助金交付申請書兼請求書

年　　月　　日　
東近江市長　様
住　　所　〒
　　　　　東近江市

氏　　名　　　　　　　　　　　㊞
電話番号　

　下記のとおり省エネ家電購入促進補助金の交付を受けたいので、東近江市省エネ家電購入促進補助金交付要綱第６条の規定により申請します。
　なお、東近江市補助金等交付規則第11条に規定する決定の通知は、必要としません。

記

	要件
	※該当する項目に☑を入れ、全てを満たす場合に申請できます。
□令和８年４月１日以後に、自らが居住する住居のエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、照明器具又は電球を省エネ家電に買い換えました。
□買い換えた省エネ家電は、東近江市内に事業所（大規模小売店舗を除く。）を置く以下の（　　）の加盟店から購入しました。
①滋賀県電気工事工業組合、②滋賀県電器商業組合
③八日市商工会議所、④東近江市商工会
□市税に未納はありません。
□買い換えた省エネ家電の処分に当たって手続が必要な場合は、適切に手続を行います。
□市から依頼があった場合、使用状況に関するデータの提供やアンケート等への回答に協力します。
□補助金交付の審査に必要となった場合は、市が販売店や関係機関に対し情報提供及び照会することに同意します。




（裏）
	購入機器①
	購入機器②

	該当するもの一つに☑を入れてください。
	該当する場合は、☑を入れてください。

	□エアコンディショナー　□冷蔵庫　□冷凍庫
	□ＬＥＤ照明器具　（　　箇所交換）

	メーカー型式
	　　　　　　　
	メーカー型式
	

	
	旧機器：　
	
	

	省エネ評価点
	　 . 　（4.0以上）
	
	

	購入経費（ａ）
	　　　　　　　　円（リサイクル料金及び消費税を除く。）
	購入経費（ｂ）
	　　円　　　　　　　　
（消費税を除く。）

	設置年月日
	　　　年　　月　　日
	設置年月日
	　　　年　　月　　日

	販売業者
	
	販売業者
	

	購入経費（ａ）×１／２＝
　 　 ，０ ０ ０ 円（Ａ）
（1,000円未満切捨て、上限４万円、下限２万円）
	購入経費（ｂ）×１／２＝
　 　 ，０ ０ ０ 円（Ｂ）
（1,000円未満切捨て、上限２万円、下限１万円）

	補助金交付
申請金額
	（Ａ）＋（Ｂ）　　 　 ，０ ０ ０ 円

	添付書類
	※全ての書類が添付できているか☑を入れて確認してください。
ＬＥＤ照明器具・電球については、(5)及び(6)は不要です。
□(1) 省エネ家電の購入に係る領収書の写し又はこれに代わる書類
□(2) 省エネ家電の購入に係る経費の内訳書の写し
□(3) 省エネ家電を設置する場所の位置図
□(4) 省エネ家電を設置した後の写真
□(5) 旧機器の家電リサイクル券の写し（排出者控又は小売業者等回付の写し）
□(6) 省エネ家電の型式及び省エネ評価点が分かる書類の写し
□(7) 市税を滞納していないことの証明書
□(8) 世帯全員の住民票
□(9) 誓約書兼同意書（様式第２号）
□(10) 申請者の指定する金融機関口座の通帳等の写し（本人名義に限る。）

	振込先
	金融機関名
	支店名
	種別
	口座番号
	口座名義(ｶﾀｶﾅ)

	
	
	
	普通・当座
	
	
	
	
	
	
	
	



